
東日本大震災で被災した小規模企業者の皆さまへ 

 

のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

栗原市では、東日本大震災で被害を受けた小規模企業者の事業の再建を支援する

ため、復旧費用の一部を助成します。 

補助対象者 
震災により自己所有の市内の施設・設備等が被害を受け、事業

を再建するため施設・設備等の復旧を行った小規模企業者 

【小規模企業者】とは… 

  常時使用する従業員数が次の人数以下の会社と個人（農林漁

業を除く） 

  ア）卸売業、小売業、サービス業：５人 

  イ）製造業、その他の業種   ：２０人 

 補助対象経費 
平成２３年３月１１日から１２月３１日までに支払った自己

所有の市内の施設・設備等の復旧経費（事業用に限る） 

ア）施設（店舗、工場、事務所、倉庫等）及び設備（建物付帯

設備、内装、生産設備等）の復旧費 

イ）施設の地盤復旧費（土地の取得費を除く） 

※事業所と住宅が一体となっている場合は、延べ床面積の割合に

よって按分します 

補助金額 
補助対象経費の合計額から、保険金等を差し引いた金額の３分

の１以内の額（千円未満の端数切り捨て） 

※補助上限１００万円 

※補助下限１０万円 

申請期限 平成２４年１月３１日 

申請先 各総合支所産業建設課、産業経済部産業戦略課 

裏面もご覧ください 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がんばろう 日本 

がんばろう 栗原 
 

小規模企業者復旧補助金 

手続きの流れ 

 
復旧（修繕）の実施 

 

復旧（修繕）を実施し、工事業者などから次の書類を入手し

てください。【関係書類】見積書、領収書、復旧前・後の写真 

補助対象経費は、平成２３年３月１１日から１２月３１日ま

でに支払った経費です。 

 
補助金の交付申請 

ステップ１で入手した関係書類を添えて、市に申請します。 

申請期限は平成２４年１月３１日です。 
※申請書様式は、各総合支所産業建設課に備え付けています 

※その他の書類が必要な場合もあります 

 
補助金の交付決定 

市は、申請内容の審査後、交付決定通知書を申請者へ送付し

ます。 

通知の発送は、おおむね申請から２週間後です。 

 
補助金の請求 

市から交付決定通知書が届いたら、通帳の写しを添えて、市

へ請求します。 
※請求書様式は、各総合支所産業建設課に備え付けています 

請求書に記載された口座へ、市が補助金を振り込みます。 

申請受付と振込日の関係は、基本的に次のとおりとなります。

ア）１５日〆切⇒翌月１０日支払い 

イ）月末〆切⇒翌月２５日支払い 

 
補助金の交付 

栗原市役所 産業経済部（ふるさとセンター２階） 

産業戦略課企業支援係 

電話２２－１２２０  ファクス２２－０３１５ 

問い合わせ先 


